
 

質問に対する回答について 

工事名）秋田自動車道 黒沢トンネル工事 

質問事項と回答 

番号 質問事項 回    答 

１ 

「サイクルタイム自体も閲覧資料から変

更されない」とされていますが、各支保

パターンにおいて、鏡吹付けの増工によ

る掘削サイクルタイムおよび全体サイク

ルタイムの変更はされていないと考えて

よろしいでしょうか。 

閲覧資料に関する質問にはお答えできま

せん。 

工事施工中における鏡吹付けの増工の場

合は、土木工事共通仕様書１２－３－３

に記載のとおりです。 

２ 

設計図（工事用仮桟橋）1/29 の進入路仮

桟橋の土留工にある「盛土工 購入材（岩

ずり）275m3」の撤去・運搬先は越中畑盛

土場でよろしいでしょうか。 

仮桟橋の土留工に使用する盛土工（岩ず

り）の撤去については、別途監督員と協

議するものとしてお考えください。 

３ 

特記仕様書 P.14 １４－４工事用道路の

維持・補修（２）に記載の泥落し装置の

設置期間は、土運搬期間中とされていま

すが、冬期期間は含まれるのでしょうか。 

特記仕様書１１－２に記載する冬期休止

期間中に現場作業をしない工種を鑑み

て、貴社の施工計画に基づきお考えくだ

さい。 

４ 

特記仕様書 P.14 １４－４工事用道路の

維持・補修（２）に記載の泥落し装置は、

冬期期間は撤去せずに工事完了後に撤去

すると考えてよろしいでしょうか。 

貴社の施工計画に基づきお考えくださ

い。 

５ 

特記仕様書 P.38 ３１－１６ずり処理工

には、冬期仮置場における敷均しの記載

がありませんが、敷均し作業は必要では

ないでしょうか。 

ずり処理工における冬期仮置き場での敷

均し作業は不要です。 

６ 

仮設防護工は、割掛対照表の仮設材運搬

費の割掛先契約項目にありませんが、材

料の運搬費の計上先をご教示ください。 

特記仕様書３１－３０（６）に記載のと

おりです。 

７ 

工事用仮桟橋工 供用月当り賃料 Ａは、

割掛対照表の仮設材運搬費の割掛先契約

項目にありませんが、運搬費の計上先を

ご教示ください。 

工事用仮桟橋工 供用月当り賃料は、特

記仕様書３１－３０に記載する材料規格

等の賃料のみになりますので、工事用仮

桟橋工 上部工、下部工および土留工設

置・撤去それぞれに含まれるものとして

お考えください。 

 


